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やまぐち自転車活用推進計画(素案)に対するパブリック・ 
コメント（県民意見の募集）の実施結果について 

 
 
 山口県では、自転車活用推進法に基づき、自転車の活用を総合的かつ計画的
に推進するための施策を定める、「やまぐち自転車活用推進計画」を策定しまし
たので公表します。  

また、計画の策定に当たり、計画（素案）に対して実施したパブリック・コ
メント（県民意見の募集）の結果について、併せて公表します。  

 

 

１ 公表する資料  

（１）やまぐち自転車活用推進計画（概要）  

（２）やまぐち自転車活用推進計画（全文）  

 

２ 提出いただいた意見とそれに対する県の考え方  

（１）意見の募集期間  

令和元年１０月 7 日（月）から令和元年１１月 6 日（水）まで  

（２）意見の件数  

８人５１件  

（３）意見の内容と県の考え方  
  
 【計画の基本的事項及び施策の推進に関するもの】 

No. 意見の内容  意見に対する県の考え方  

１   どの様にアンケートを収集した
のか明示の上で、再度意見募集を実
施すべきと考える。  

アンケート調査については、平成
31 年 2 月から 3 月上旬にかけ、山口
県総合交通センターへ来場された山
口県在住の１０代以上の方５５８名
及び、山口市内の中学校の生徒７７
名と高等学校の生徒８０名に協力を
依頼し、いただいた回答を集計して
います。  

なお、再度意見募集を行う予定は
ありません。   

２  アンケート調査の回答人数につ
いて、配布部数（回収率）を明記し
てほしい。  

３  基礎項目（自転車使用目的 /通学・
通勤手段 /近隣移動手段）について、
横軸表記を修正するべき。  

いただいたご意見を踏まえ、横軸
表記を修正しました。  

４  計画の方向性はバランスが取れ
ていると思うが、その反面「尖った
ところ」がなく、平凡だと感じた。
更新する際は、どこかに特化した、
県民が聞いて楽しくなる計画にな
ることを期待している。  

自転車の活用が地域の実情や特色
を生かしたものとなるよう、取り組
んでまいります。  

５  「身近でアクセシビリティの高
い交通手段」を「県民・市民や来訪
者にとって身近でアクセシビリテ
ィの高い交通手段」としてはどう
か。  

自転車は、多くの人にとって身近
で利用しやすい交通手段であること
から、利用主体を特に明示しており
ません。  
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６  「中でも、主な整備手法として想
定される自転車歩行者道の整備に
あたっては、」を「道路構造上、やむ
を得ず自転車歩行者道に自転車と
歩行者の通行位置を明示する整備
にあたっては」としてはどうか。  

自転車専用通行帯や車道混在の
自転車ナビマーク・自転車矢羽根等
具体的な自転車専用通行帯や車道
混在のイメージがわかるような提
示が必要と考える。  

自転車歩行者道は、地域の交通状
況等に応じ、既存の道路も活用し大
きな構造変更は行わず、カラー舗装
等による歩行者と自転車の通行位置
の明示などの整備も進めているとこ
ろです。  

また、自転車通行空間の整備事例
については、県管理道路におけるこ
れまでの 整備事例 を示して います
が、ご意見を踏まえて、車道混在（矢
羽根型路面標示）のイメージを追記
します。  

７  「公共交通機関の利用との組み
合わせを含めた自転車の利用を促
進し」を「公共交通機関の利用との
組み合わせを含めた自転車の利用
（サイクル＆ライドなど）を促進
し」としてはどうか。  

いただいたご意見については参考
とさせていただき、計画期間中に講
ずべき措置（別表）の中で必要に応じ
て取り組んでまいります。  

８  良好な都市環境の形成で自転車
歩行者道路を挙げているが、歩行者
と自転車の分離は必要で、そうしな
いと歩行者の安全は確保されない
し、自転車の高速性も実現できな
い。  

道路に矢羽根を書いて自転車の
走行を自動車にアピールすること
が重要である。  

自転車通行空間の整備事例につい
ては、県管理道路におけるこれまで
の整備事例を示していますが、ご意
見を踏まえて、計画に車道混在（矢羽
根型路面標示）のイメージがわかる
ものを追記し、今後整備に努めてま
いります。  

９  自転車レーンについて、一本の線
でなくネットワークを形成するよ
う、それぞれの町に促してほしい。
それぞれの町のネットワーク同士
を繋げるとおのずと自転車の走る
空間が広がる。  

いただいたご意見については参考
とさせていただき、市町における自
転車ネットワーク計画を含む自転車
活用推進計画の策定支援など、計画
期間中に講ずべき措置（別表）の中で
取り組んでまいります。  

10 「目標１  自転車交通の役割拡大
による良好な都市環境の形成」 に、
「路上段差の解消」の記述を追加す
べきと考える。  

お示しの「路上段差の解消」は記載
しておりませんが、県では、道路の維
持管理について、日々のパトロール
や施設点検等により、段差等の異常
個所の早期発見と速やかな補修を行
い、良好な状態に維持するよう努め
ています。  

11 自転車通行空間の整備予定（路線
名：主要地方道山口小郡秋穂線）の
道路断面について、沿道の店舗の多
くが駐車場を有しており、停車帯の
必要性は低いと考えられることか
ら、停車帯をそのまま自転車専用レ
ーンに整備すれば、良好な自転車走
行環境となり、歩道の安全性が格段
に増すと思われる。  

当該区間では、既存の道路を活用
し大きな構造変更は行わず、自転車
歩行者道 の凸凹を 補修する ととも
に、カラー舗装等により歩行者と自
転車の通行位置を視覚的に分離する
などの方法により、交通事故防止の
ための整備を進める予定です。  

12 自転車歩行者道の自転車部分に
歩行者の姿しか見えないので、修正
を希望する。  

ご意見を踏まえ写真を変更します。 
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13 実施する施策について、それぞれ
の方向性でも面白い取組を期待し
ており、特に健康については、リハ
ビリや運動不足解消、高齢者・子ど
もの健康づくり、障害者の社会参加
など、切り口はたくさんあると思う
ので、愛媛県などの取組も参考に、
山口県に適しそうなものを実施し
てほしい。  

 生活習慣病予防等の観点から、自
転車活用などの身近な運動の重要性
について、今年度から配信を開始し
ている「やまぐち健幸アプリ」等を活
用した広報啓発に努めているところ
です。  

また、自転車を活用した障害者の
社会参加の促進については、タンデ
ム自転車やハンドサイクル等の普及
及びこれらを活用した障害者スポー
ツの推進に向けて、いただいたご意
見を参考に、関係機関等と協議しな
がら、今後、検討してまいります。  

14 自転車マップについて、安全を意
識してかわざわざここを通らない
ルートを選定している。自転車に乗
り慣れていると、国道を通るのは苦
痛ではない。自転車の高速性を考え
ると、国道を走ったほうが楽に早く
到達できる。  

 サイクリングルートの設定にあた
っては、道路管理者、地元自治体、自
転車団体、警察等の関係機関と協議
の上、安全性や景観等を総合的に勘
案して決定しております。  
 なお、いただいたご意見について
は、今後の施策推進にあたっての参
考とさせていただきます。  

15 宇部空港やきららの自転車ステ
ーションがあまりにも貧弱。  

特に宇部空港は自転車を持って
きた人が組み立てたりすることが
考えられるが、できるようになって
いない。  

 いただいたご意見については、今
後の施策推進にあたっての参考とさ
せていただきます。  

なお、山口宇部空港につきまして
は、自転車を組み立てるスペースで
ある「サイクルピット」を設置してお
り、工具や空気入れも備えています。 

16 マップに従って走りやすいよう、
道路などに案内表示や案内塗装を
してはどうか。分岐点などには特に
案内表示が必要。  

 目的地までの進行方向や距離等を
示したサイクリスト向け路面標示に
つきましては、平成 29 年度から、モ
デルルートにおいて、交差点や一定
の間隔ごとに、順次整備を進めてい
るところです。  

17 山口～秋吉台、防府～徳地などの
既存の自転車道へ案内してもよい
のではないか。  

しかしながら、これらの道路はメ
ンテナンスが不十分であり、また、
歩道と混在区間の分離が必要と思
われる。  

山口秋吉台公園自転車道について
は、路面補修等のリフレッシュ工事
を行うとともに、ルート上に距離や
方向を示す路面標示などの整備を進
めてきたところです。  
 引き続き、サイクリストが快適で
安全に自転車を楽しむことができる
よう、自転車道の環境整備に取り組
んでまいります。  

18 サイクリングコースを走るため
には、コースまでの移動と、自転車
の確保が大きな問題となる。そこ
で、山口宇部空港やＪＲ新山口駅等
を起点とするルートを設定し、ここ
に自転車に関するサービスをワン
ストップで提供する拠点を整備す
ることで、ビギナーをはじめ多くの
人々の自転車の活用の機会が創出
できると考える。  

 いただいたご意見については、今
後の施策推進にあたっての参考とさ
せていただきます。  
 なお、本計画にお示ししている 12
の広域サイクリングルートのうち、
①秋吉台グリーンカルスト街道、⑦
瀬戸内アドベンチャー輪道はＪＲ新
山口駅を起点としており、⑦瀬戸内
アドベンチャー輪道は、山口宇部空
港前を通過するルートとなっており
ます。  
 また、レンタサイクルを利用でき
る「サイクルステーション」をＪＲ新
山口駅に、輪行してきたサイクリス
トが自転車の組立てに利用できるス
ペースである「サイクルピット」をＪ
Ｒ新山口駅・山口宇部空港に整備し
ております。  
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19 インバウンドの促進を狙うので
あれば、海外の先進的事例を参考に
してはどうか。  
 他県では、東海道をサイクリング
コースとして整備との動きもある
と聞くが、本県でも長崎県～京都府
までの自治体と連携し、勤王の志士
の道や維新の道などといったサイ
クルルートの整備を呼び掛けては
どうか。  

 いただいたご意見については、今
後の施策推進にあたっての参考とさ
せていただきます。  
 また、他県と広域的に連携した取
組につきましては、本計画にお示し
した島根県との取組を含め、適切に
推進してまいります。  

20 自転車という環境配慮・自然との
ふれあいの面が大きいものを主題
として観光を語るのであれば、県内
にある「原子力発電所建設計画」に
ついて当推進計画内で県の立場を
明示すべきと考える。  

 お示しの件に関する記載は考えて
おりません。  

21 サイクリングルートについて、モ
デルルート４件については詳細が
記載されているが、その他９件につ
いても具体的整備計画を明示すべ
きであり、無理であれば、早急に関
係自治体、団体等と協議の上、整備
計画策定・実施をお願いしたい。  

 ４件のモデルルートは、国が進め
ているナショナルサイクルルートへ
の指定も念頭に位置付けた重要ルー
トであることから、特に整備計画を
本計画に明示したものであり、その
他９件のルートにつきましても、サ
イクリングを快適に楽しめるよう、
関係市町、団体等と連携しながら、必
要な環境整備に努めてまいります。  

22 秋吉台カルストロードは、観光シ
ーズン等は大型バスが行き違い、週
末には車やバイクが多く、事故が起
こるのではないかと不安に思って
いるので、道幅を広げていただきた
い。  

 いただいたご意見については、今
後の施策推進にあたっての参考とさ
せていただきます。  

23 自転車ルートについて、外からの
集客を考えると山口宇部空港は外
せないと思うので、山口宇部空港～
草江駅～Ｒ１９０恩田交差点～清
水川交差点（ユニクロ宇部店角）～
宇部自転車レーン～Ｒ４９０神原
交差点～Ｒ４９０北上～Ｒ２車地
交差点～厚東川ダム横を北上～十
文字交差点～山口秋吉台自転車道
～秋芳洞入口のコースを提案した
い。  

 サイクリングルートの設定にあた
っては、道路管理者、地元自治体、自
転車団体、警察等の関係機関と協議
の上、安全性や景観等を総合的に勘
案して決定しております。  
 なお、いただいたご意見について
は、今後の施策推進にあたっての参
考とさせていただきます。  

24 空港は空の玄関口であり、首都圏
や海外からの旅行者、官民挙げての
歓迎やサポートが期待できること
から、山口宇部空港から国道４９０
号を北上して小野湖を経由して秋
吉台をめぐるルートを追加してい
ただきたい。  

25 目標３に掲げるシンボルイベン
トについて、本格的なレースを間近
に観ることができる機会は貴重で
あり、観客も楽しめるイベントが併
催され大変素晴らしいと感じたの
で、自転車を通じて本県が大いに盛
り上がるイベントの継続を強く望
む。  

 いただいたご意見については、今
後の施策推進にあたっての参考とさ
せていただきます。  
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26 目標４において「被害者救済の観
点から、自転車利用者に対する自転
車保険等の加入促進に向けた広報
活動を行う」としながら、実施すべ
き施策に保険加入促進の記述が見
当たらないため、記述を追加すべき
と考える。  

本計画では、自転車の活用の推進
に関する目標、実施すべき施策及び
その達成に向けて計画期間中に講ず
べき措置（別表）を定めるものであり
ます。  
 ご意見頂きました保険加入促進の
記述については、その達成に向けて
計画期間中に講ずべき措置（別表）に
明記しております。  

27 周南市では古川跨線橋が架け替
え工事により 10 年間通行止めにな
ると聞いているが、このような具体
的道路事情を把握し、自転車利用普
及に繋げる施策実施のための計画
策定をお願いしたい。  

いただいたご意見については、今
後の施策推進にあたっての参考とさ
せていただきます。  

28 自転車利用で数多く見られる違
反は右側通行、つまり逆走であり、
自転車レーンに矢印などで走行方
向を明示することで利用者に注意
喚起できる。  

歩道走行する自転車が大半を占
めるのも自転車レーンが充実して
いないからで、歩道走行が逆走を助
長している。  

自転車事故のない安全で安心な社
会を実現するため、自転車の通行ル
ールの周知徹底とマナーの向上に向
け、今後も様々な啓発活動を行って
まいります。  

また、自転車通行空間の整備につ
いては、市町が作成する「自転車ネッ
トワーク計画」等に基づき、公安委員
会や関係 する道路 管理者と も連携
し、安全で快適な自転車通行空間の
整備を進めることとしており、今後
も地域の課題やニーズ、交通状況等
に応じた整備手法により、整備を進
めてまいります。  

29 自転車レーンは車道を走りなれ
ていない人向けの性格が強く、自転
車事故のない安心安全な社会の実
現に効果的である。違反防止は、自
転車は左を走る車両だといった基
本的なルールを守ることから始ま
ると思う。  

30 県内の歩道で自転車通行可の標
識の整備が悪いので、交通違反を増
やさないためにも、模範的な自転車
が走りやすい環境の整備をお願い
する。  

31 実施すべき施策１５と１６の間
に「自動車運転者に対する、自転車
車道走行への理解と安全確保に向
けた啓発・教育の推進」を追加され
たい。  

いただいたご意見については参考
とさせていただき、計画期間中に講
ずべき措置（別表）の中で必要に応じ
て取り組んでまいります。  

32 「安心・安全を向上させることが
必要である。」を「安心・安全を向上
させることが必要である。道路被
害、激しい渋滞、停電、ガソリン不
足等の悪条件下でも自転車での職
員参集、物資調達、ボランティア活
動などが期待される。」としてはど
うか。  

 ご意見の内容については、本文中
の現状と課題、目標等の記載内容に
含まれるものと考えております。  

33 交通ルール啓発など、写真の例で
小学生が多く、通学で自転車利用率
が最も多い高校生の活動事例が少
ない。  

県内高校で、生徒会が全校集会で
通学路点検と交通ルールについて
学んだことを報告し、交通ルール啓
発の成果に繋がっている事例もあ
るため、紹介されるよう提案する。 

いただいたご意見を踏まえ、高校
生の活動事例に係る写真を追加しま
す。  

御紹介いただきました事例につい
ては、今後の施策推進にあたっての
参考とさせていただきます。  

県のホームページで「学校安全実
践事例」として紹介されているもの
もあります。  
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34 調査・広報活動等に関する本文
中、「様々な調査結果等の情報収集
に努める。」を「様々な調査結果等の
情報収集と情報公開に努める。」と
してはどうか。  

 いただいたご意見については、今
後の施策推進にあたっての参考とさ
せていただきます。  

 

 

【計画の概要版に関するもの】  

No. 意見の内容  意見に対する県の考え方  

35 目標１の写真が自転車歩行者道
のみの紹介となっているが、自転車
ナビマーク・自転車矢羽根等、具体
的な自転車専用通行帯や車道混在
のイメージがわかるような提示が
必要と考える。  

ご意見を踏まえて、車道混在（矢羽
根型路面標示）のイメージを追記し
ます。  

36 目標１「自転車交通の役割拡大に
よる良好な都市環境の形成」と目標
４「自転車事故のない安心・安全な
社会の実現」は本来、相互に強く関
連しています。目標１から目標４へ
の矢印を入れてください。  

お示しの目標１と４のみならず、
４つの目標は相互に関連しています
ので、特に矢印等は示しておりませ
ん。  

37 交通ルール啓発やヘルメット指
導など、写真の例が小学生ばかり
で、通学で自転車利用率が最も高い
高校生の活動事例が見えません。  

概要版では主な事例を紹介してお
り、高校生の活動事例は挙げていま
せんが、本文の写真を変更します。  

38 １．「自転車通行空間の計画的な整
備」を「自転車通行空間の計画的な
ネットワーク整備」としてはどう
か。  

概要版では、目標及び、実施すべき
施策のうち主要なものについて挙げ
ておりますが、いただいたご意見に
ついては参考とさせていただき、計
画期間中に講ずべき措置（別表）の中
で取り組んでまいります。  

39 ５．「通過交通の抑制」を「通過交
通の抑制や制限速度の低減」として
はどうか。  

40 17.「自転車通行空間の計画的な整
備」を「自転車通行空間の計画的な
ネットワーク整備」としてはどう
か。  

 
 

【パブリック・コメント等に関するもの】  

No. 意見の内容  意見に対する県の考え方  

41 全く同時期に資料多数の３件の
パブリック・コメントが集中してい
る状況での意見作成は、１ヶ月では
到底困難と感じており、今回の意見
募集の回答を再提示の上での再意
見募集あるいは期間延長を検討し
ていただきたい。再意見募集や期間
延長ができないなら理由を明示さ
れたい。  

本パブリック・コメントは山口県
パブリック・コメント制度実施要綱
に基づき実施しています。  

意見募集の時期・期間については、
各々の計画等策定過程の中で決定し
ており、再意見募集の実施や期間延
長は考えておりません。  

いただいたご意見については、今
後パブリック・コメントを実施する
際の参考とさせていただきます。  42 行政では、１企業の申請に対し

て、内規に定める期間を超過して
「資料不足」を理由に「資料再提出」
を指示し、数年単位の長期検討を実
施した例がある、と記憶しておりま
す。  

「県民＝主権者」からの「資料不
足不備又は期間不足による意見募
集の期間延長 /再実施」の要請を断
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るのであれば、その理由を明示願い
ます。  

（｢県の条例等に則って (１ヶ月 )
実施している｣と言うのは、上記の
通り内規に定める期間を大幅に超
過して対応している事例がありま
すので返答に値しません。）  

43 今回の意見募集の広報・記事扱い
が実際どの程度あったのか、後々
「広報が十分なされたか」を判断す
る為にも、「県のホームページ＝県
行政に関心又は用事の在る県民が
参照する媒体」では無く、一般県民
が広く目にする新聞にどう広告掲
載したか、記事掲載されたのか、『具
体的 (媒体、掲載日、大きさ )』に提
示願います（記事の場合は把握して
いる範囲内で）。  

パブリック・コメントの実施につ
いては、記者配布を行い、県ホームペ
ージに掲載するとともに、新聞広告
（１０月２１日の山口新聞、中国新
聞、宇部日報）により、広報に努めま
した。  

県広報誌は年４回の発行となって
おり、原稿を入稿する時期との兼ね
合いから、主に速報性のある県ホー
ムページや新聞広告等を活用した広
報に努めています。  

限られた予算の中、いかに効果的
に広報を行うか、今後とも検討して
まいります。  

44 意見募集期間中の８月発行の県
広報紙にパブリック・コメントの記
述は全くありませんでした。具体的
案件は〆切等の関係で記載出来な
いとしても、「県民意見募集をして
いる場合がありますので県ホーム
ページを御確認願います」と言った
一般的広報は可能なはずであり、県
広報にこの様な文面を掲載しない
のは「意見募集に消極的」としか思
えません。  

・県広報にパブリック・コメント
/県民意見募集の一般的広報の掲載
が無い理由を明示願います。  

・県広報には、常時パブリック・
コメント /県民意見募集の一般的広
報を掲載願います。  

45 山口新聞１０月（当パブリック・
コメント期間中）の「山口県からの
お知らせ  山口県広報」には当該パ
ブリック・コメント /意見募集、パブ
リック・コメント /意見募集全般の
記述がありませんでした。  

パブリック・コメント /意見募集
の小さな広報掲載より、「山口県か
らのお知らせ  山口県広報」への掲
載の方が県民の目にとまる、と感じ
ます。  

なぜ「山口県からのお知らせ  山
口県広報」にパブリック・コメント  

/意見募集個別、パブリック・コメ
ント /意見募集全般の記述が無いの
か御説明願います。  

・意見募集期間内の「山口県から
のお知らせ  山口県広報」には、常
時「パブリック・コメント /県民意見
公募」実施中の広報実施を御願い致
します。  
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46 パブリック・コメント (県民意見
募集 )の同一期間集中の弊害につい
ては (特に年末年始の集中の際に )
過去複数回意見指摘しております
が、今回同一期間に３件の案件集中
となっております。  

県行政として｢意見募集の集中｣
について対応を取っているのか、取
っていないならばその理由を、取っ
ているのであればなぜ今回３件の
集中が発生したのか明示願います。 

意見募集の時期・期間については、
各々の計画等作成過程の中で決定し
ております。  

議会日程との関係で、時期が重な
ることがあります。  

47 今回の様に県の施策として１ヶ
月の期間でのパブリック・コメント
(県民意見の募集 )が存在する中、県
広報紙は隔月或いは３ヶ月の間隔
(５月発行の次が８月発行、その次
が 11 月発行 )となっております。  

『県の施策広報の為には最低各
月発行が必要な県広報紙を隔月（以
上の間隔での）発行としている』理
由を明示願います。  

県広報誌は年４回の発行となって
おり、原稿を入稿する時期との兼ね
合いから、主に速報性のある県ホー
ムページや新聞広告等を活用した広
報に努めています。  

限られた予算の中、いかに効果的
に広報を行うか、今後とも検討して
まいります。  

48 ここまでの「パブリック・コメン
ト /県民意見募集」の広報について
の意見に対する御返答内容、意見送
付県民数・意見数より、当該「県民
意見の募集」の広報が十分になされ
たのか、御判断御明示願います。  

（「意見募集の結果 (人数・件数 )
の明示｣ではなく、｢広報が十分に実
施されたかどうかの御判断 (十分・
不十分 )」を明示願います。）  

49 当件の内容は地域性専門性・県内
市町自治体・企業との関係性の高い
ものとなっていると考えます。  

県民からの意見募集の他に、住
民・関係者・専門家、関係団体・組
織・企業或いは市町自治体等からの
直接の意見聞き取り等の実施を御
願い致します。  

（案作成時に実施済とは思いま
すが一応。）  

計画策定にあたっては、必要に応
じ、関係部署を通じて、有識者や関係
者、市町等から意見を伺っており、今
後、国や関係市町、民間事業者、県民
等が相互に連携しながら計画に定め
る施策を進めていく予定です。  

50 年代の殆どが元号表記でした。  
年代認識のし易さを考え、元号西

暦併記または西暦表記を御願い致
します。  

ご指摘の意見について、今後の実
施に際し、参考にさせていただきま
す。  

51 本文中、県民には馴染みの無い /
薄いであろう専門用語・行政用語が
散見されました。  

用語解説の掲載（解説語句が多く
なる様ならば巻末への「用語解説」
の章の追加）を御願いします。  

また、パブリック・コメント (県民
意見募集 )への「語句解説」記載を一
般化願います。  

用語解説については、必要に応じ
て注釈を付けております。  

ご意見については、今後の参考に
させていただきます。  

 

 


